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組合）異常時は発生しないと経験できないがどのように教育していくのか。 

会社）ゼロから始まるため一定程度時間をかけて教育していく。様々な場合のマニュアルがあり机上教育を進め

異常時が発生した場合には現地で対応することで経験を積んでもらう。また、地区エリアは変わらないが土地勘

が無い可能性もあるため教育していくことになると考えている。 

組合）誰が中心となって教育していくのか。 

会社）各地区にいる運転業務に精通したアドバイザーやこれまで業務を担っていた方を中心に教育する。 

組合）異常時の超勤対応や緊急呼び出しはこれまで通り管理者の指示か。 

会社）変わらない。今回の提案で管理者は土日もいることになるため体制は厚くなる。 

組合）入換に関しては事前に計画されるので勤務指定して経験する人と回数を増やすのか。 

会社）計画されている入換に対しては勤務指定して人を配置していく。 

組合）安全教育は毎月の勉強会で行うのか。 

会社）営業職として必要な安全教育は勉強会で行っていく。地区連携室の業務に関わる安全上のポイントについ

ては指定された方に対して教育することになる。 

会社）どういった割合で勤務指定するかは地区によって業務の違いもある。混み運用としていくがメインとなる

方は月の多くを地区連携室の業務を担っていただくように考えている。 

組合）移行してすぐの勤務指定の割合と、ある程度定着してからの勤務指定の割合は変化するのか。 

会社）そのようになると考えている。 

組合）担務ということだがどうなるのか。 

会社）業務の内容としては違うが地区連携室と出改札は同じ担務となる。 

会社）現場でのОＪＴで必要な教育を受ければ一般社員でも出来る。 

組合）地区連携室の業務を担う方には教育していくのか。 

会社）これまで営業職は教育をしていなかったが担務を指定された方に教育を行っていく。教育を行えば現地責

任者として指定できるが、移行後に指導する立場の方がいる体制の状況においてはフォローしながら対応する。 

・会議室として活用していく。 

・津軽つながるプロジェクトのように地区のコピー機を使用しているところもあるので必要なものは残す。 

・これまで通り医学適正検査や健康診断の会場としても使用していく。 


